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議  案  第１３８号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

姫路市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

   姫路市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 姫路市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成２３年姫路市条例第４３号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に、「第４４条」を「第２６条

の８」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ

等対策派遣手当」に改める。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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                 議  案  第１３９号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立公民館条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市立公民館条例の一部を改正する条例 

 姫路市立公民館条例（昭和６０年姫路市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第１０条関係） 

公民館名 室名 午前 午後 夜間 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後９時まで 

太市公民館 第１研修室 円 

４５０ 

円 

６００ 

円 

４５０ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ７５０ ６００ 

料理実習室 ８００ １，０００ ８００ 

花田公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ６００ ８００ ６００ 

第２会議室 ６００ ８００ ６００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 
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御国野公民館 研修室 ３００ ４００ ３００ 

 
大会議室 ９５０ １，４００ ９５０ 

中会議室 ６００ ８５０ ６００ 

小会議室 ３００ ４００ ３００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

谷外公民館 第１研修室 ５００ ７００ ５００ 

第２研修室 ６００ ７５０ ６００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

豊富公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ４５０ ７００ ４５０ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

山田公民館 第１研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第３会議室 ５００ ７００ ５００ 

料理実習室 ９００ １，１００ ９００ 

的形公民館 第１研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第３会議室 ７００ ８５０ ７００ 
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 料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

大塩公民館 第１研修室 ４５０ ７００ ４５０ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ６００ ８５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ８５０ ６００ 

第３会議室 １５０ ３００ １５０ 

第４会議室 １，１００ １，５５０ １，１００ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

勝原公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ９００ １，１００ ９００ 

高岡公民館 第１研修室 １５０ ３００ １５０ 

第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

第１会議室 ７５０ １，１００ ７５０ 

第２会議室 ７５０ ９５０ ７５０ 

料理実習室 ８００ １，０００ ８００ 

曽左公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

四郷公民館 第１研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

会議室 １，１００ １，５５０ １，１００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 
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大津公民館 第１研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

 

第２研修室 ４００ ６００ ４００ 

第１会議室 ６００ ８００ ６００ 

第２会議室 ６００ ８００ ６００ 

実習室 ６００ ８５０ ６００ 

八木公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

糸引公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ５００ ７００ ５００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

余部公民館 第１研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ １，０００ ８００ 

網干公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

林田公民館 第１研修室 ３００ ３００ ３００ 

第２研修室 ３００ ３００ ３００ 
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 第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

 
第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

伊勢公民館 第１研修室 １５０ ３００ １５０ 

第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

英賀保公民館 第１研修室 ７００ ８５０ ７００ 

第２研修室 １５０ １５０ １５０ 

第１会議室 ６００ ８００ ６００ 

第２会議室 ６００ ８００ ６００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

東公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ５００ ７００ ５００ 

第１会議室 ７００ ９５０ ７００ 

第２会議室 ８５０ １，１００ ８５０ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

旭陽公民館 第１研修室 ５００ ７００ ５００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ６００ ８５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ８５０ ６００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

妻鹿公民館 第１研修室 ５００ ７００ ５００ 

第２研修室 ４００ ６００ ４００ 

第１会議室 １，２５０ １，５５０ １，２５０ 

第２会議室 ５００ ７００ ５００ 
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 第３会議室 ４００ ６００ ４００ 

 料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

峰相公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

別所公民館 第１研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ４００ ６００ ４００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

八幡公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

荒川公民館 第１研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

第２研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

谷内公民館 第１研修室 ４５０ ７００ ４５０ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 
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 第３会議室 ６００ ７００ ６００ 

 料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

津田公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ４００ ６００ ４００ 

第１会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第３会議室 １５０ ３００ １５０ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

青山公民館 第１研修室 ６００ ７５０ ６００ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ７００ ９５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

高浜公民館 第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ４５０ ６００ ４５０ 

第４会議室 ４００ ５００ ４００ 

第５会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第６会議室 ３００ ４５０ ３００ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

城乾公民館 第１研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

安室東公民館 体育館Ａ １，０００ １，２００ １，０００ 

体育館Ｂ １，０００ １，２００ １，０００ 
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 体育館Ｃ １，０００ １，２００ １，０００ 

 

トレーニング室 ６００ ９００ ６００ 

第１会議室 １，２５０ １，７００ １，２５０ 

第２会議室 １，１００ １，４００ １，１００ 

第３会議室 ７５０ １，１００ ７５０ 

第４会議室 ５００ ７００ ５００ 

第５会議室 ３００ ４００ ３００ 

第６会議室 ８５０ １，１００ ８５０ 

和室１ ３００ ４５０ ３００ 

和室２ ５００ ７００ ５００ 

料理実習室 １，１００ １，４００ １，１００ 

砥堀公民館 第１研修室 ３００ ３００ ３００ 

第２研修室 ３００ ３００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

広峰公民館 第１研修室 ３００ ４００ ３００ 

第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

第１会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ７５０ ６００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

城の西公民館 研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ４５０ ７００ ４５０ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ６００ ７５０ ６００ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 
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城陽公民館 第１研修室 ３００ ３００ ３００ 

 

第２研修室 ３００ ３００ ３００ 

第１会議室 ６００ ８５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ８５０ ６００ 

料理実習室 ８００ ９００ ８００ 

手柄公民館 第１研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

高岡西公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ４００ ６００ ４００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

南大津公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ６００ ８５０ ６００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ６００ ７５０ ６００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

大津茂公民館 第１研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ １，０００ ８００ 
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船場公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ５００ ７００ ５００ 

第３会議室 ４５０ ６００ ４５０ 

料理実習室 ７００ ９００ ７００ 

網干西公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

安室公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ４００ ６００ ４００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

野里公民館 第１研修室 ４５０ ６００ ４５０ 

第２研修室 ４００ ６００ ４００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

城北公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 
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城南公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

城東公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第３会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

飾磨公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ６００ ８５０ ６００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

広畑公民館 第１研修室 ４００ ６００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

白鳥公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ３００ ５００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

白浜公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 
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 第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

家島公民館 第１研修室 １５０ ３００ １５０ 

第２研修室 ３００ ３００ ３００ 

第１会議室 ６００ ７５０ ６００ 

第２会議室 ６００ ８５０ ６００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

前之庄公民館 第１会議室 １，２５０ １，７００ １，２５０ 

第２会議室 １，５５０ １，９５０ １，５５０ 

第３会議室 １，８５０ ２，４００ １，８５０ 

第４会議室 ４５０ ６００ ４５０ 

研修室 １，１００ １，４００ １，１００ 

料理実習室 １，２００ １，５００ １，２００ 

菅生公民館 談話室 １５０ ３００ １５０ 

講習室１ ５００ ７００ ５００ 

講習室２ ５００ ７００ ５００ 

講習室３ ６００ ７００ ６００ 

相談室 ３００ ４００ ３００ 

軽運動室 ２，１００ ２，６００ ２，１００ 

料理実習室 ９５０ １，３００ ９５０ 

置塩公民館 多目的研修室 ６，３００ ８，４００ ６，３００ 

 

研修室Ａ ８５０ １，１００ ８５０ 

研修室Ｂ ３００ ４５０ ３００ 

和室Ａ ９５０ １，２５０ ９５０ 

和室Ｂ ３００ ４５０ ３００ 
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 工作実習室 ８００ １，１００ ８００ 

 料理実習室 １，０００ １，３００ １，０００ 

香寺公民館 第１会議室 ５００ ７００ ５００ 

第２会議室 ５００ ６００ ５００ 

多目的ホール１ ８５０ １，１００ ８５０ 

多目的ホール２ ７５０ ９５０ ７５０ 

多目的ホール３ ７５０ ９５０ ７５０ 

創造室 ９５０ １，４００ ９５０ 

講座室 ９５０ １，１００ ９５０ 

料理実習室 １，３００ １，７００ １，３００ 

遊戯室 ６００ ７５０ ６００ 

学習室１ ５００ ７００ ５００ 

学習室２ ５００ ７００ ５００ 

学習室３ ５００ ７００ ５００ 

作法室 ５００ ７００ ５００ 

和室１ ７５０ ９５０ ７５０ 

和室２ ７５０ １，１００ ７５０ 

香寺北公民館 第１和室 ４００ ５００ ４００ 

第２和室 ３００ ４００ ３００ 

研修室 ７００ ９５０ ７００ 

第１会議室 ３００ ４５０ ３００ 

第２会議室 １５０ １５０ １５０ 

第３会議室 １５０ ３００ １５０ 

 講座室 １，２５０ １，８５０ １，２５０ 

安富公民館 第１学習室 ４５０ ７００ ４５０ 

第２学習室 ７００ ８５０ ７００ 

第３学習室 ７００ ８５０ ７００ 
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 第４学習室 ３００ ３００ ３００ 

 
陶芸教室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 １，４００ １，８００ １，４００ 

広畑第二公民館 第１研修室 ４００ ５００ ４００ 

第２研修室 ４００ ５００ ４００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ ９５０ ８００ 

古知公民館 多目的教室 １，９５０ ２，５５０ １，９５０ 

研修室 １５０ ３００ １５０ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ３００ ４５０ ３００ 

料理実習室 ９５０ １，２５０ ９５０ 

城巽公民館 第１研修室 ３００ ４５０ ３００ 

第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

第１会議室 ９５０ １，２５０ ９５０ 

第２会議室 ８５０ １，１００ ８５０ 

第３会議室 ９５０ １，２５０ ９５０ 

料理実習室 ９５０ １，２００ ９５０ 

増位公民館 第１研修室 １５０ ３００ １５０ 

第２研修室 ３００ ４００ ３００ 

第１会議室 ７００ ８５０ ７００ 

第２会議室 ７００ ８５０ ７００ 

料理実習室 ８００ １，０００ ８００ 

上菅公民館 第１会議室 ３００ ４５０ ３００ 

第２会議室 ７５０ １，１００ ７５０ 

第３会議室 ４５０ ６００ ４５０ 
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 研修室 ３００ ４００ ３００ 

 

工作室 ７００ ９５０ ７００ 

体育館 ５，９００ ７，９００ ５，９００ 

料理実習室 １，１００ １，４００ １，１００ 

莇野公民館 健康相談室 ３００ ４５０ ３００ 

生活相談室 ３００ ４５０ ３００ 

創作室 ４００ ５００ ４００ 

大会議室 １，５５０ １，９５０ １，５５０ 

料理実習室 ７００ ８００ ７００ 

飾磨橋東公民館 研修室 １５０ ３００ １５０ 

第１会議室 ７５０ １，１００ ７５０ 

第２会議室 ５００ ７００ ５００ 

第３会議室 １５０ ３００ １５０ 

料理実習室 ７００ ８００ ７００ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後にされた申

請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、な

お従前の例による。 

－16－



議  案  第１４０号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市地域社会活性化基金条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市地域社会活性化基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市地域社会活性化基金条例の一部を改正する条例 

姫路市地域社会活性化基金条例（平成３年姫路市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 前条の趣旨に添う寄附金は、基金に追加して積み立てることができる。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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                         議  案  第１４１号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

   姫路市男女共同参画推進センター条例の一部を改正する条例 

姫路市男女共同参画推進センター条例（平成１３年姫路市条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１目の表多目的ホールの項平日の目中「７，３３０」を「８，０００」に、

「１２，２２０」を「１３，４００」に、「１１，５００」を「１２，６００」に、

「３１，０５０」を「３４，０００」に改め、同項土曜日、日曜日及び休日の目中

「９，１６０」を「１０，０００」に、「１５，２７０」を「１６，７００」に、

「１４，３６０」を「１５，７００」に、「３８，７９０」を「４２，４００」に改

め、同表創作室の項中「２，０３０」を「２，２００」に、「２，６４０」を「２，

９００」に、「６，７００」を「７，３００」に改め、同表料理室の項中「３，５６

０」を「３，９００」に、「４，６８０」を「５，１００」に、「１１，８００」を

「１２，９００」に改め、同表フィットネスルームの項中「３，７６０」を「４，１

００」に、「４，９９０」を「５，４００」に、「１２，５１０」を「１３，６０

０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に
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係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１４２号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市霊きゅう自動車使用料条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市霊きゅう自動車使用料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市霊きゅう自動車使用料条例の一部を改正する条例 

姫路市霊きゅう自動車使用料条例（昭和３４年姫路市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第２項中「１０，１８０円」を「１２，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第２項の規定は、この条例の施行の日以後にされ

た申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については

、なお従前の例による。 
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                         議  案  第１４３号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立斎場条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市立斎場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市立斎場条例の一部を改正する条例 

 姫路市立斎場条例（昭和３７年姫路市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１号の表使用料の欄を次のように改める。 

使用料 

市民 市民以外 

      円 

１２，０００ 

     円 

７２，０００ 

６，０００ ３６，０００ 

２，４００ １４，４００ 

３，０００ １８，０００ 

６，０００ ３６，０００ 

３，０００ １８，０００ 

６，０００ ３６，０００ 

３６，０００ ７２，０００ 

２，６００ ５，２００ 

２，６００ ５，２００ 

１，３００ ２，６００ 

別表第２号の表使用料の欄を次のように改める。 
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使用料 

市民 市民以外 

     円 

１２，０００ 

     円 

７２，０００ 

６，０００ ３６，０００ 

２，４００ １４，４００ 

３，０００ １８，０００ 

６，０００ ３６，０００ 

３，０００ １８，０００ 

６，０００ ３６，０００ 

別表第３号の表使用料の欄を次のように改める。 

使用料 

市民 市民以外 

     円 

３，０００ 

     円 

１８，０００ 

６，０００ ３６，０００ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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                         議  案  第１４４号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市霊苑条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市霊苑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市霊苑条例の一部を改正する条例 

 姫路市霊苑条例（昭和３７年姫路市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条中「３０，０００円」を「３７，０００円」に改める。 

 第１４条中「２００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）」を「３００円」

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１３条及び第１４条の規定は、この条例の施行の日以

後にされた申請に係る清掃料及び手数料について適用し、同日前にされた申請に係

る清掃料及び手数料については、なお従前の例による。 
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                         議  案  第１４５号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市名古山霊苑仏舎利塔条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市名古山霊苑仏舎利塔条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市名古山霊苑仏舎利塔条例の一部を改正する条例 

 姫路市名古山霊苑仏舎利塔条例（昭和３９年姫路市条例第６４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第１号中「２１０円」を「２５０円」に改め、同条第２号中「満５歳以上満

１３歳」を「５歳以上１３歳」に改める。 

 第６条第１号中「満５歳」を「５歳」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議  案  第１４６号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市名古山霊苑納骨堂条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市名古山霊苑納骨堂条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市名古山霊苑納骨堂条例の一部を改正する条例 

姫路市名古山霊苑納骨堂条例（昭和３９年姫路市条例第６５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条中「１２，０００円」を「１７，０００円」に、「９０，０００円」を「１

１１，０００円」に改める。 

第８条第２項中「うけよう」を「受けよう」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第６条の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請

に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお

従前の例による。 
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議  案  第１４７号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市市民会館条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市市民会館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市市民会館条例の一部を改正する条例 

 姫路市市民会館条例（昭和５０年姫路市条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１項の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 基本使用料 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後１０時ま

で 

午前９時から

午後１０時ま

で 

ホー

ル施

設  

ホ ー ル 平日       円

１２，５００

     円

２０，２００

     円

２５，２００

     円

５７，９００

土曜日、日曜

日及び休日 

１５，１００２５，２００３０，３００７０，６００

第１楽屋 ３００ ３００ ３００ ９００

第２楽屋 ３００ ３００ ３００ ９００

第３楽屋 １，１００ １，６００ １，６００ ４，３００

展示室 平日  ３，４００ ４，５００ ４，５００１２，４００

土曜日、日曜 ３，９００ ５，０００ ５，０００１３，９００
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 日及び休日     

会議

施設

特別会議室 ３，９００ ５，０００ ５，０００１３，９００

第１会議室 ２，２００ ３，０００ ３，０００ ８，２００

第２会議室 ５，４００ ６，７００ ６，７００１８，８００

第２会議室控室 ７００ ８００ ８００ ２，３００

第３会議室 ２，３００ ３，０００ ３，０００ ８，３００

第４会議室 １，８００ ２，６００ ２，６００ ７，０００

第５会議室 ２，０００ ２，７００ ２，７００ ７，４００

第６会議室 ４，０００ ５，４００ ５，４００１４，８００

第７会議室（和室） １，９００ ２，６００ ２，６００ ７，１００

第８会議室（和室） １，５００ １，７００ １，７００ ４，９００

第９会議室 １，６００ １，９００ １，９００ ５，４００

第１０会議室 ２，７００ ３，７００ ３，７００１０，１００

第１１会議室 ３，１００ ４，３００ ４，３００１１，７００

社会

教育

施設

第１教室 教室のみの

場合 

２，２００ ３，０００ ３，０００ ８，２００

準備室を含

む場合 

２，７００ ３，６００ ３，６００ ９，９００

第２教室 １，８００ ２，３００ ２，３００ ６，４００

被服教室 ２，０００ ２，７００ ２，７００ ７，４００

茶華道教室 ２，０００ ２，７００ ２，７００ ７，４００

音楽教室 ２，２００ ３，０００ ３，０００ ８，２００

料理教室（準備室を含

む。） 

３，６００ ４，８００ ４，８００１３，２００

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１４８号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市地区市民センター条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市地区市民センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市地区市民センター条例の一部を改正する条例 

 姫路市地区市民センター条例（昭和５１年姫路市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１項を次のように改める。 

１ 基本使用料 

⑴ 姫路市西市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

大ホール      円

５，０００

     円

６，７００

     円

５，０００

     円

１６，７００

中ホール １，２００ １，７００ １，３００ ４，２００

和室（１） ７００ １，０００ ７００ ２，４００

和室（２） ８００ １，１００ ８００ ２，７００

和室（３） １，１００ １，３００ １，３００ ３，７００

普通教室 ６００ ７００ ７００ ２，０００

料理教室 １，２００ １，７００ １，５００ ４，４００

音楽教室 ７００ ９００ ８００ ２，４００
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陶芸教室 ６００ ７００ ７００ ２，０００

⑵ 姫路市城乾市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後 1 時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

会議室      円

１，０００

     円

１，３００

     円

１，１００

     円

３，４００

和室（１） ６００ ８００ ６００ ２，０００

和室（２） ８００ ９００ ９００ ２，６００

普通教室 ８００ ９００ ９００ ２，６００

料理教室 ８００ １，１００ １，０００ ２，９００

⑶ 姫路市飾磨市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

大ホール      円

４，８００

     円

６，４００

     円

６，１００

     円

１７，３００

中ホール 全室 １，９００ ２，６００ １，９００ ６，４００

半室 １，０００ １，３００ １，０００ ３，３００

展示室 ７００ ８００ ８００ ２，３００

第１会議室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第２会議室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

第３会議室 ２００ ３００ ２００ ７００

第１和室 ４００ ６００ ４００ １，４００

第２和室 ９００ １，２００ ９００ ３，０００

第３和室 １，０００ １，３００ １，０００ ３，３００

第４和室 １，３００ １，７００ １，３００ ４，３００
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料理教室 ９００ １，２００ ９００ ３，０００

⑷ 姫路市中央市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

中ホール      円

１，７００

     円

２，２００

     円

１，７００

     円

５，６００

第１会議室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

第２会議室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第１和室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

第２和室 ９００ １，２００ ９００ ３，０００

⑸ 姫路市広畑市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

大ホール      円

５，６００

     円

７，５００

     円

５，６００

     円

１８，７００

中ホール 全室 ２，２００ ２，９００ ２，２００ ７，３００

半室 １，１００ １，５００ １，１００ ３，７００

展示室 全室 ２，２００ ３，０００ ２，２００ ７，４００

半室 １，１００ １，６００ １，１００ ３，８００

第１会議室 １，５００ １，９００ １，５００ ４，９００

第２会議室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第１和室 １，０００ １，３００ １，０００ ３，３００

第２和室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第３和室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第４和室 ９００ １，２００ ９００ ３，０００
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普通教室（１） １，１００ １，６００ １，１００ ３，８００

普通教室（２） １，１００ １，６００ １，１００ ３，８００

特別教室（１） １，３００ １，８００ １，３００ ４，４００

特別教室（２） １，２００ １，７００ １，２００ ４，１００

料理教室 １，１００ １，６００ １，１００ ３，８００

音楽教室 １，２００ １，７００ １，２００ ４，１００

陶芸教室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

⑹ 姫路市網干市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

大ホール      円

６，２００

     円

８，１００

     円

６，２００

     円

２０，５００

中ホール 全室 ２，０００ ２，７００ ２，０００ ６，７００

半室Ａ １，１００ １，６００ １，１００ ３，８００

半室Ｂ ９００ １，２００ ９００ ３，０００

展示室 全室 ２，８００ ３，６００ ２，８００ ９，２００

半室 １，５００ １，８００ １，５００ ４，８００

会議室 １，３００ １，７００ １，３００ ４，３００

第１和室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第２和室 ９００ １，１００ ９００ ２，９００

第３和室 ９００ １，２００ ９００ ３，０００

普通教室（１） ８００ １，０００ ８００ ２，６００

普通教室（２） ８００ １，０００ ８００ ２，６００

特別教室 １，７００ ２，３００ １，７００ ５，７００

料理教室 １，５００ １，９００ １，５００ ４，９００

音楽教室 １，１００ １，６００ １，１００ ３，８００
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⑺ 姫路市東市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

大ホール      円

５，６００

     円

７，３００

     円

５，６００

     円

１８，５００

中ホール 全室 １，７００ ２，２００ １，７００ ５，６００

半室 ９００ １，１００ ９００ ２，９００

展示室 １，３００ １，７００ １，３００ ４，３００

第１会議室 ６００ ７００ ６００ １，９００

第２会議室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

第１和室 ８００ ９００ ８００ ２，５００

第２和室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第３和室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

普通教室 １，０００ １，２００ １，０００ ３，２００

特別教室（１） １，２００ １，６００ １，２００ ４，０００

特別教室（２） １，２００ １，７００ １，２００ ４，１００

料理教室 １，０００ １，２００ １，０００ ３，２００

⑻ 姫路市大的市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

会議室       円

１，９００

     円

２，５００

     円

１，９００

     円

６，３００

第１和室 ６００ ７００ ６００ １，９００

第２和室 ６００ ８００ ６００ ２，０００

普通教室（１） ７００ ９００ ７００ ２，３００
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普通教室（２） ８００ １，０００ ８００ ２，６００

特別教室 １，２００ １，６００ １，２００ ４，０００

⑼ 姫路市高岡市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

会議室 全室      円

３，０００

     円

４，０００

     円

３，０００

     円

１０，０００

（Ａ） ７００ ９００ ７００ ２，３００

（Ｂ） ６００ ７００ ６００ １，９００

（Ｃ） ９００ １，１００ ９００ ２，９００

（Ｄ） ８００ １，０００ ８００ ２，６００

会議室控室 ３００ ４００ ３００ １，０００

和室 ４００ ７００ ４００ １，５００

普通教室（１） ９００ １，２００ ９００ ３，０００

普通教室（２） ４００ ７００ ４００ １，５００

  備考 表中（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び（Ｄ）は、間仕切りにより区分された会

議室の一部分をいう。 

⑽ 姫路市勝原市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

会議室 全室      円

１，８００

     円

２，３００

     円

１，８００

     円

５，９００

（Ａ） ７００ ９００ ７００ ２，３００

（Ｂ） ７００ ９００ ７００ ２，３００

（Ｃ） ６００ ７００ ６００ １，９００
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小会議室 ４００ ６００ ４００ １，４００

和室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

普通教室 １，１００ １，５００ １，１００ ３，７００

  備考 表中（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、間仕切りにより区分された会議室の一

部分をいう。 

⑾ 姫路市灘市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

大ホール      円

６，２００

     円

８，１００

     円

６，２００

     円

２０，５００

中ホール ２，２００ ３，０００ ２，２００ ７，４００

展示室 ２，２００ ２，８００ ２，２００ ７，２００

第１会議室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

第２会議室 ７００ ９００ ７００ ２，３００

第１和室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第２和室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第３和室 ８００ １，０００ ８００ ２，６００

第１教室 １，１００ １，５００ １，１００ ３，７００

第２教室 １，０００ １，３００ １，０００ ３，３００

料理教室 １，１００ １，３００ １，１００ ３，５００

音楽教室 １，３００ １，７００ １，３００ ４，３００

特別教室 １，１００ １，６００ １，１００ ３，８００

⑿ 姫路市家島群島開発総合センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで
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集会室      円

３，９００

     円

５，３００

     円

３，９００

     円

１３，１００

会議室 １，３００ １，８００ １，３００ ４，４００

調理実習室 １，２００ １，６００ １，２００ ４，０００

研修講座室（和室１） ９００ １，２００ ９００ ３，０００

研修講座室（和室２） ４００ ６００ ４００ １，４００

研修講座室（和室３） ２００ ３００ ２００ ７００

⒀ 姫路市北部市民センター 

区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後９時まで

午前９時から

午後９時まで

大ホール      円

８，３００

     円

１１，１００

     円

８，３００

     円

２７，７００

研修室１ １，５００ １，９００ １，５００ ４，９００

研修室２ ８００ １，０００ ８００ ２，６００

研修室３ １，０００ １，３００ １，０００ ３，３００

研修室４ ４００ ６００ ４００ １，４００

研修室５ ６００ ８００ ６００ ２，０００

研修室６ ９００ １，１００ ９００ ２，９００

会議室１ ６００ ７００ ６００ １，９００

会議室２ ６００ ７００ ６００ １，９００

多目的ルー

ム 

全室 ２，０００ ２，７００ ２，０００ ６，７００

半室 １，０００ １，３００ １，０００ ３，３００

創作実習室 １，２００ １，７００ １，２００ ４，１００

控室 ６００ ７００ ６００ １，９００

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１４９号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市花の北市民広場条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市花の北市民広場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市花の北市民広場条例の一部を改正する条例 

 姫路市花の北市民広場条例（昭和５４年姫路市条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１項の表大ホールの項平日の目中「５，０９０」を「５，６００」に、「８

，１４０」を「９，０００」に、「１０，１８０」を「１１，２００」に、「２０，

３７０」を「２５，８００」に改め、同項土曜日、日曜日及び休日の目中「６，１１

０」を「６，７００」に、「１０，１８０」を「１１，２００」に、「１２，２２０

」を「１３，４００」に、「２５，４６０」を「３１，３００」に改め、同表音楽教

室の項中「１，５２０」を「１，７００」に、「２，０３０」を「２，２００」に、

「５，６００」を「６，１００」に改め、同表第１楽屋の項中「５００」を「６００

」に、「１，５２０」を「１，８００」に改め、同表第２楽屋の項中「６１０」を「

６００」に改め、同表展示室の項平日の目中「１，４２０」を「１，６００」に、「

１，９３０」を「２，１００」に、「５，２９０」を「５，８００」に改め、同項土

曜日、日曜日及び休日の目中「１，６２０」を「１，８００」に、「２，２４０」を

「２，５００」に、「６，１１０」を「６，８００」に改め、同表中ホールの項中「

１，５２０」を「１，７００」に、「２，０３０」を「２，２００」に、「５，６０

０」を「６，１００」に改め、同表小ホールの項中「８１０」を「９００」に、「１

，１２０」を「１，２００」に、「３，０５０」を「３，３００」に改め、同表第１

会議室の項中「５００」を「６００」に、「１，４２０」を「１，６００」に改め、
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同表第２会議室の項中「６１０」を「７００」に、「７１０」を「８００」に、「２

，０３０」を「２，３００」に改め、同表第３会議室の項中「１，０１０」を「１，

１００」に、「１，５２０」を「１，７００」に、「４，０７０」を「４，５００」

に改め、同表第４会議室の項中「６１０」を「７００」に、「７１０」を「８００」

に、「２，０３０」を「２，３００」に改め、同表第５会議室の項中「８１０」を「

９００」に、「１，０１０」を「１，１００」に、「２，８５０」を「３，１００」

に改め、同表第６会議室の項中「１，１２０」を「１，２００」に、「１，５２０」

を「１，７００」に、「４，１７０」を「４，６００」に改め、同表第１和室の項及

び第２和室の項中「８１０」を「８００」に改め、同表第３和室の項中「１，１２０

」を「１，１００」に改め、同表第４和室の項中「７１０」を「８００」に、「９１

０」を「１，０００」に、「２，５４０」を「２，８００」に改め、同表被服教室の

項中「８１０」を「９００」に、「１，１２０」を「１，２００」に、「３，０５０

」を「３，３００」に改め、同表美術工芸教室の項中「７１０」を「８００」に、「

９１０」を「１，０００」に、「２，５４０」を「２，８００」に改め、同表料理教

室の項中「１，０１０」を「１，１００」に、「１，３２０」を「１，５００」に、

「３，６６０」を「４，１００」に改め、同表茶室の項中「５００」を「６００」に

、「７１０」を「８００」に、「１，９３０」を「２，２００」に改め、同表陶芸炉

室の項中「８１０」を「８００」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１５０号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市立生涯学習大学校条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立生涯学習大学校条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立生涯学習大学校条例の一部を改正する条例 

姫路市立生涯学習大学校条例（昭和５５年姫路市条例第５１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第１項及び第２項中「１１，０００円」を「１５，０００円」に、「１６，

５００円」を「２２，５００円」に改め、同条第３項中「９００円」を「１，２００

円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に入学

した者に係る授業料について適用し、同日前に入学した者に係る授業料については

、なお従前の例による。 
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議  案  第１５１号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立好古学園大学校条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立好古学園大学校条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立好古学園大学校条例の一部を改正する条例 

姫路市立好古学園大学校条例（昭和５５年姫路市条例第５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第１項中「４，０００円」を「８，０００円」に、「６，０００円」を「１

２，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に入学

した者に係る授業料について適用し、同日前に入学した者に係る授業料については

、なお従前の例による。 
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議  案  第１５２号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市環境ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市環境ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市環境ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

姫路市環境ふれあいセンター条例（平成１５年姫路市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１項の表大ホールの項中「３，１４０」を「３，３９０」に、「４，１９０

」を「４，５２０」に、「１０，４７０」を「１１，３００」に改め、同表会議室の

項中「６２０」を「６６０」に、「８３０」を「８８０」に、「２，０７０」を「２，

２００」に改め、同表多目的室の項中「７３０」を「７８０」に、「９４０」を「１

，０００」に、「２，４００」を「２，５６０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１５３号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立網干健康増進センター条例の一部を改正する条例について      

 

 姫路市立網干健康増進センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立網干健康増進センター条例の一部を改正する条例 

 姫路市立網干健康増進センター条例（平成２１年姫路市条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第２温水プールの項中「６２０円」を「７５０円」に改め、同表グラウンドゴ

ルフ場の項中「５２０円」を「７００円」に改め、同表トレーニングジム（トレーニ

ングスタジオを含む。）の項中「８３０円」を「１，０００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議  案  第１５４号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   姫路市夢さき夢のさと条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市夢さき夢のさと条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市夢さき夢のさと条例の一部を改正する条例 

 姫路市夢さき夢のさと条例（平成１８年姫路市条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第２農産物処理加工室の項中「１ , １００」を「１ , ２００」に改め、同表研

修室の項中「５５０」を「７００」に改め、同表そば道場の項中「１１０」を「１５

０」に改め、同表コテージ（定員６人）の項宿泊の目中「１６，５００」を「１７，

２００」に改め、同表シャワールームの項中「２１０」を「３００」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後にされた申

請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、な

お従前の例による。 
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議  案  第１５５号   

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市はやしだ交流センター条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市はやしだ交流センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市はやしだ交流センター条例の一部を改正する条例 

姫路市はやしだ交流センター条例（平成１８年姫路市条例第９２号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２多目的室の項中「１，５７０」を「２，１００」に、「２，０９０」を「

２，８００」に、「３，６６０」を「４，９００」に、「５，２３０」を「７，００

０」に改め、同表談話室の項中「３１０」を「４５０」に、「４１０」を「６００」

に、「７３０」を「１，０５０」に、「１，０４０」を「１，５００」に改め、同表

調理実習室の項中「８３０」を「１，０５０」に、「１，０４０」を「１，４００」

に、「１，８８０」を「２，４５０」に、「２，７２０」を「３，５００」に改め、

同表ふれあい広場の項中「６２０」を「７５０」に、「８３０」を「１，０００」に

、「１，４６０」を「１，７５０」に、「２，０９０」を「２，５００」に改める。 

別表第３大人（中学生以上）の項当日入浴券（１人１回につき）の目中「６５０」

を「７５０」に改め、同項回数券（入浴券６枚つづり）の目中「３，２５０」を「３

, ７５０」に改め、同表小学生の項当日入浴券（１人１回につき）の目中「３１０」

を「３７０」に改め、同項回数券（入浴券６枚つづり）の目中「１，５５０」を「１

, ８５０」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後にされた申

請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、な

お従前の例による。 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の別表第３の規定により交付され

ている回数券は、この条例による改正後の別表第３の規定により交付された回数券

とみなす。 
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             議  案  第１５６号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市漁港管理条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 姫路市漁港管理条例（平成１８年姫路市条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

第１１条第１項中「別表第１に掲げる」を削り、「市施設」の次に「のうち旅客船

用大型浮桟橋又は旅客船用小型浮桟橋」を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。 

 第１３条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条に次のただし書を加える。 

 ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。 

 第１３条に次の１項を加える。 

２ 第１１条第１項の規定により使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に

施設を使用することはできない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限り

でない。 

 第１５条中「占用料を、」の次に「法第４３条第４項に規定する認定計画実施者（

法第４４条第１項に規定する認定計画において法第４２条第２項第２号及び第３号に

掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）又は法第５０条第１項各号に

掲げる事項を定めた者に限る。）は別表第３に定める土砂採取料又は別表第４に定め

る占用料を」を加え、同条に次のただし書を加える。 

  ただし、法第３９条第４項に規定する者については、この限りでない。 
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 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１４条関係） 

許可を受けた者の区分 単位 金額（円） 

一般旅客定期航路事業者（海上運送法（昭

和２４年法律第１８７号）第８条第１項に

規定する者をいう。以下同じ。） 

係船岸２０メー

トルにつき１年 

２５０，０００ 

人の運送をする不定期航路事業（海上運送

法第２０条第２項に規定するものをいう。

以下同じ。）を営む者 

係船岸２０メー

トルにつき１日 

７６０ 

旅客不定期航路事業者（海上運送法第２１

条の２に規定する者をいう。以下同じ。） 

 備考  

１ 第１３条第２項ただし書の規定による承認を受けて使用する場合の使用料は

、徴収しない。 

２ 使用の期間が１年未満であるときは、月割によって計算する。この場合にお

いて、使用の期間が１月未満であるとき、又は１月未満の端数があるときは、

１月として計算する。 

 別表第２備考第６項及び第７項並びに別表第４備考第５項及び第６項中「第一種電

気通信事業者」を「電気通信事業者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の使

用に係る許可について適用し、同日前の使用に係る許可については、なお従前の例

による。 
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議  案  第１５７号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 

姫路市社会福祉審議会条例（平成１２年姫路市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条中「児童福祉」の次に「及び精神障害者福祉」を加える。 

第８条中「に規定する民生委員審査専門分科会及び身体障害者福祉専門分科会のほ

か、同条第２項」を「（法第１２条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）及び法第１１条第２項」に改め、「の各号」を削り、同条中第２号を第４号と

し、第１号を第３号とし、同号の前に次の２号を加える。 

⑴ 民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するための民生委員審査専門分

科会 

⑵ 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議するた

めの障害福祉専門分科会 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議  案  第１５８号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

  姫路市すこやかセンター条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市すこやかセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市すこやかセンター条例の一部を改正する条例 

 姫路市すこやかセンター条例（平成１４年姫路市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

 第１３条第３項中「３００円」を「４００円」に改める。 

別表第４中 

「 

       円 

     ５２０ 

       円 

   ５，２００ 

デイタイム利用 

  ４，１９０円

フルタイム利用 

  ５，７６０円

     ５２０    ５，２００ 

     ９４０    ９，４００ 

                            」 

「 

       円 

     ６００ 

       円 

   ６，０００ 

デイタイム利用 

  ４，８００円

フルタイム利用 

  ６，６００円

     ６００    ６，０００ 

   １，１００   １１，０００ 

                             」 

３中「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する」を削る。 

別表第５老人福祉センターの款多目的ホールの項中「１，２５０」を「１，３５０ 

 を 

 に改め、同表備考 
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」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に、この条例による改正前の別表第４の規定（以下この項

において「旧規定」という。）により交付されている回数券はこの条例による改正

後の別表第４の規定（以下この項において「新規定」という。）により交付された

回数券と、旧規定により交付されている定期利用券は新規定により交付された定期

利用券とみなす。この場合において、新規定により交付されたものとみなされる定

期利用券の有効期間は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）における

旧規定により交付されている定期利用券の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 

３ この条例による改正後の別表第５の規定は、施行日以後にされた申請に係る使用 

料について適用し、施行日前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議  案  第１５９号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市社会福祉事業施設条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市社会福祉事業施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市社会福祉事業施設条例の一部を改正する条例 

姫路市社会福祉事業施設条例（昭和５１年姫路市条例第５５号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第６姫路市立障害者やすらぎルームの款中「２１０円」を「３１０円」に改め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第６の規定は、この条例の施行の日以後にされた申

請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、な

お従前の例による。 
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議  案  第１６０号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市立診療所条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市立診療所条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立診療所条例の一部を改正する条例 

姫路市立診療所条例（昭和３９年姫路市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

文書名 種類 金額 

（１通につき） 

備考 

普通診断書・証明書 身体検査等の証明 ２，２００円精密検査料その他の

経費は、含まない。 診断書のうち病状経

過等の証明内容が簡

易なもの 

その他記載内容が簡

易なもの 

証明書 その他医師の所見等

を必要としないもの 

１００円

特殊診断書・証明書 診断書のうち病状経

過等の証明内容が複

雑なもの 

５，５００円⑴ 精密検査料その

他の経費は、含ま

ない。 
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生命保険の症状調査

等交通事故の診療明

細・証明等 

⑵ 副本は、普通診

断書・証明書とす

る。 

その他記載内容が複

雑なもの 

死亡診断書 生命保険に関するも

のその他一般的記述

のもの 

３，８５０円  

その他の診断書又は

証明書 

  市長が別に定める額   

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議  案  第１６１号     

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市休日・夜間急病センター条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市休日・夜間急病センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市休日・夜間急病センター条例の一部を改正する条例 

姫路市休日・夜間急病センター条例（昭和５３年姫路市条例第４１号）の一部を次

のように改正する。 

 第４条を次のように改める。 

 （使用料及び手数料） 

第４条 急病センターにおいて診療を受けた者（以下「受診者」という。）に対して

は、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。 

２ 使用料の額は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項の規定に

基づき厚生労働大臣が定めた算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた基準に

基づき算定した額とする。 

３ 消費税及び地方消費税が課されることとなる診療については、前項の規定により

算定した額には、消費税及び地方消費税相当額が含まれているものとする。 

４ 手数料（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。）の額は、別表のとお

りとする。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第４条関係） 

文書名 種類 金額 備考 
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  （１通につき）  

普通診断書・

証明書 

身体検査等の証明 ２，２００円 精密検査料その他

の経費は、含まな

い。 

診断書のうち病状経過等の

証明内容が簡易なもの 

その他記載内容が簡易なも

の 

証明書 その他医師の所見等を必要

としないもの 

１００円 

特殊診断書・

証明書 

診断書のうち病状経過等の

証明内容が複雑なもの 

５，５００円 ⑴ 精密検査料そ

の他の経費は、

含まない。 

⑵ 副本は、普通

診断書・証明書

とする。 

 

生命保険の症状調査等交通

事故の診療明細・証明等 

その他記載内容が複雑なも

の 

死亡診断書 生命保険に関するものその

他一般的記述のもの 

３，８５０円   

その他の診断

書又は証明書 

  市長が別に定め

る額 

  

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

－56－



議  案  第１６２号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰  

 

姫路市立夢前福祉センター条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立夢前福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立夢前福祉センター条例の一部を改正する条例 

 姫路市立夢前福祉センター条例（平成１９年姫路市条例第４７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

      「 

      円       円 デイタイム利用 

４，１９０円 

フルタイム利用 

５，７６０円 

５２０ ５，２００ 

５２０ ５，２００ 

９４０ ９，４００ 

                                   」 

「 

      円       円 デイタイム利用 

４，８００円 

フルタイム利用 

６，６００円 

６００ ６，０００ 

６００ ６，０００ 

１，１００ １１，０００ 

                            」 

 別表第３多目的研修室の項及び和室の項中「１，２５０」を「１，３５０」に改め、

同表会議室の項中「４１０」を「４４０」に改める。 

附 則 

別表第２中 を 

に改める。 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に、この条例による改正前の別表第２の規定（以下この項

において「旧規定」という。）により交付されている回数券はこの条例による改正

後の別表第２の規定（以下この項において「新規定」という。）により交付された

回数券と、旧規定により交付されている定期利用券は新規定により交付された定期

利用券とみなす。この場合において、新規定により交付されたものとみなされる定

期利用券の有効期間は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）における 

旧規定により交付されている定期利用券の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 

３ この条例による改正後の別表第３の規定は、施行日以後にされた申請に係る使用

料について適用し、施行日前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議  案  第１６３号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例（平成１２年姫路市条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項第２号中「６００円」を「８００円」に改め、同条第２項第９４号中

「２，３８０円」を「２，５００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議  案  第１６４号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   姫路市宿泊型児童館条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市宿泊型児童館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市宿泊型児童館条例の一部を改正する条例 

 姫路市宿泊型児童館条例（平成３年姫路市条例第２５号）の一部を次のように改正

する。 

別表第４宿泊室Ａ宿泊室Ｃの項中「５００」を「７５０」に改め、同表宿泊室Ｂの

項中「１，０００」を「１，４００」に改め、同表天文教室の項中「５００」を「５

８０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）以後の使用に係る占用使用料について適用し、施行日前の使用に係る

占用使用料については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後に宿泊室Ａ、宿泊室Ｂ、宿泊室Ｃ又は天文教室を使用しようとする者

がこの条例の公布の日前に使用許可に係る申請をした場合における当該使用許可に

係る占用使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議  案  第１６５号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年姫路市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

 第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施

設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、」

を加え、「同号又は同条第２号」を「同条第１号又は第２号」に改め、「教育・保育

給付認定子どもの総数」と」の次に「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」と」を加える。 

 第５１条第３項中「含む。）」と」の次に「、「同号」とあるのは「同条第３号」

と」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議  案  第１６６号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市書写山観光施設条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市書写山観光施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市書写山観光施設条例の一部を改正する条例 

 姫路市書写山観光施設条例（平成１７年姫路市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

別表第２第１号の表普通の項中「６００」を「７００」に、「１，０００」を「１

，２００」に改め、同表小児の項中「３００」を「３５０」に、「５００」を「６０

０」に改め、別表第２第３号の表普通の項中「６，０００」を「７，０００」に、「

１０，０００」を「１２，０００」に改め、同表小児の項中「３，０００」を「３，

５００」に、「５，０００」を「６，０００」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成３０年３月１８日から令和６年３月３１日までの間に姫路市書写山観光施設

条例第７条第１項の規定により乗車料を納付した際に発行された回数乗車券を有す

る者は、普通片道回数乗車券にあっては１枚につき１００円、普通往復回数乗車券

にあっては往路又は復路での使用１回につき１００円、小児片道回数乗車券にあっ

ては１枚につき５０円、小児往復回数乗車券にあっては往路又は復路での使用１回

につき５０円 ( 同条例第２１条第３項の規定により利用料金を納付した場合にあっ

ては、それぞれの額の範囲内で市長の承認を得て指定管理者が定める額 ) を追加し
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て納付することにより、この条例の施行の日以後も、当該乗車券を提示して索道を

利用することができるものとする。 

 （姫路市書写山観光施設条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 姫路市書写山観光施設条例の一部を改正する条例（平成２９年姫路市条例第６６ 

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「１００円」を「２００円」に、「１回につき５０円」を「１回に 

つき１５０円」に、「１枚につき５０円」を「１枚につき１００円」に、「２５円

」を「７５円」に改める。 
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議  案  第１６７号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立美術館条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立美術館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立美術館条例の一部を改正する条例 

姫路市立美術館条例（昭和５７年姫路市条例第３４号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１講堂の項中「１，３６０」を「１，５００」に、「１，７８０」を「２，

０５０」に、「３，１４０」を「４，１００」に改め、同表会議室の項中「４１０」

を「５００」に、「６３０」を「７００」に、「１，０４０」を「１，４００」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係

る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 
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議  案  第１６８号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路文学館条例の一部を改正する条例について 

 

姫路文学館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路文学館条例の一部を改正する条例 

姫路文学館条例（平成２年姫路市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「２，０９０円」を「３，０７０円」に改める。 

別表第１常設展示観覧の項一般の目中「３１０」を「４５０」に、「２４０」を「

３６０」に改め、同項大学生・高校生の目中「２１０」を「３００」に、「１６０」

を「２４０」に改め、同項中学生・小学生の目中「１００」を「１５０」に、「８０

」を「１２０」に改める。 

別表第２特別展示室の項及び講堂の項中「７，３３０」を「１０，２４０」に、「

３，１６０」を「４，４１０」に、「４，１７０」を「５，８３０」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用

料については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後に特別展示室を使用しようとする者が、この条例の公布の日前に使用

許可に係る申請をした場合における当該使用許可に係る使用料については、前項の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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                         議  案  第１６９号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市書写の里・美術工芸館条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市書写の里・美術工芸館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市書写の里・美術工芸館条例の一部を改正する条例 

 姫路市書写の里・美術工芸館条例（平成６年姫路市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１一般の項中「３１０」を「５００」に、「２５０」を「４００」に改め、

同表大学生・高校生の項中「２１０」を「３００」に、「１６０」を「２４０」に改 

め、同表中学生・小学生の項中「５０」を「７０」に、「４０」を「５０」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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                         議  案  第１７０号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路キャスパホール条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路キャスパホール条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

   姫路キャスパホール条例の一部を改正する条例 

姫路キャスパホール条例（平成３年姫路市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１項の表中 

「 

円 

８，３５０ 

円 

１３，５４０ 

円 

１５，６８０ 

円 

３７，５７０  を 

１０，３８０ １６，９００ １９，５５０ ４６，８３０ 

                                                           」                         

「     

円 

１０，０２０ 

円 

１６，２４０ 

円 

１８，８１０ 

円 

４５，０７０  に改める。 

１２，４５０ ２０，２８０ ２３，４６０ ５６，１９０ 

                             」 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に
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係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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                         議  案  第１７１号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市民プラザ条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市民プラザ条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

   姫路市民プラザ条例の一部を改正する条例 

姫路市民プラザ条例（平成１３年姫路市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１第１項第１号の表中 

「 「 

円 

９，４２０ 

 を 

円 

１０，３２０ 

 に改め、同項第２号の表中 
５，２３０ ５，７３０ 

６，８００ ７，４５０ 

９，９５０ １０，９００ 

９，４２０ １０，３２０ 

                  」                   」 

「 

円 

２，４００ 

円 

３，１４０ 

円 

２，８２０ 

円 

８，３６０  を 

２，９３０ ３，９８０ ３，５６０ １０，４７０ 

                                           」                         

「 

円 

２，６３０ 

円 

３，４４０ 

円 

３，０９０ 

円 

９，１６０ 

 

に改め、別表第１ 
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３，２１０ ４，３６０ ３，９００ １１，４７０  

                                           」 

第２項の表中 

「 

円 

１，８８０ 

円 

２，５１０ 

円 

２，２００ 

円 

６，５９０ 

を 

２，２００ ２，９３０ ２，６１０ ７，７４０ 

３，８７０ ５，１３０ ４，６００ １３，６００ 

５，０２０ ６，６００ ５，９７０ １７，５９０ 

１，４６０ １，８８０ １，６７０ ５，０１０ 

１，６７０ ２，２００ １，９９０ ５，８６０ 

２，９３０ ３，８７０ ３，４５０ １０，２５０ 

３，７７０ ５，０２０ ４，５００ １３，２９０ 

                                           」  

「 

円 

２，０６０ 

円 

２，７５０ 

円 

２，４１０ 

円 

７，２２０ 

 に改める。 

２，４１０ ３，２１０ ２，８６０ ８，４８０ 

４，２４０ ５，６２０ ５，０４０ １４，９００ 

５，５００ ７，２３０ ６，５４０ １９，２７０ 

１，６００ ２，０６０ １，８３０ ５，４９０ 

１，８３０ ２，４１０ ２，１８０ ６，４２０ 

３，２１０ ４，２４０ ３，７８０ １１，２３０ 

４，１３０ ５，５００ ４，９３０ １４，５６０ 

                                           」 

 別表第２一般の項中「５２０」を「５６０」に改め、同表中学生・小学生の項中

「２６０」を「２８０」に改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以

後にされた申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 
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                         議  案  第１７２号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市国際交流センター条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市国際交流センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  

   姫路市国際交流センター条例の一部を改正する条例 

姫路市国際交流センター条例（平成１３年姫路市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第４号中「前各号」を「前３号」に改める。 

 別表第１項の表中 

「 

円 

２，９５０ 

円 

３，９７０ 

円 

２，９５０ 

円 

９，８７０ 

 

 

 を 

 

１，８３０ ２，４４０ １，８３０ ６，１００ 

２，０３０ ２，６４０ ２，０３０ ６，７００ 

８１０ １，１２０ ８１０ ２，７４０ 

８１０ １，１２０ ８１０ ２，７４０ 

８１０ １，１２０ ８１０ ２，７４０ 

３，６６０ ４，８８０ ３，６６０ １２，２００ 

２，０３０ ２，６４０ ２，０３０ ６，７００ 

１，４２０ １，９３０ １，４２０ ４，７７０ 

１，５２０ ２，０３０ １，５２０ ５，０７０ 

２，２４０ ２，９５０ ２，２４０ ７，４３０ 
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２，２４０ ２，９５０ ２，２４０ ７，４３０  

                                             」 

「 

円 

３，１８０ 

円 

４，２４０ 

円 

３，１８０ 

円 

１０，６００ 

 

 

に改める。 

 

１，９５０ ２，６００ １，９５０ ６，５００ 

２，１６０ ２，８８０ ２，１６０ ７，２００ 

８７０ １，１６０ ８７０ ２，９００ 

８７０ １，１６０ ８７０ ２，９００ 

８７０ １，１６０ ８７０ ２，９００ 

３，９３０ ５，２４０ ３，９３０ １３，１００ 

２，１６０ ２，８８０ ２，１６０ ７，２００ 

１，５３０ ２，０４０ １，５３０ ５，１００ 

１，６２０ ２，１６０ １，６２０ ５，４００ 

２，４００ ３，２００ ２，４００ ８，０００ 

２，４００ ３，２００ ２，４００ ８，０００  

                                             」 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１７３号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立動物園条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立動物園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立動物園条例の一部を改正する条例 

姫路市立動物園条例（昭和２６年姫路市条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「２１０円」を「２５０円」に、「３０円」を「５０円」に改める。 

第４条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議  案  第１７４号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路みなとドーム条例の一部を改正する条例について 

 

姫路みなとドーム条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路みなとドーム条例の一部を改正する条例 

姫路みなとドーム条例（平成１２年姫路市条例第９号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第２第１項の表アマチュアスポーツに使用の項中「６，３５０」を「８，２５

０」に、「８，２００」を「１０，６６０」に、「１２，７１０」を「１５，２５０」

に、「２７，２６０」を「３４，１６０」に改め、同表その他の催物の項中「１７，

６００」を「１８，２５０」に、「７５，５２０」を「７６，１７０」に改める。 

別表第３一般の項中「６１０」を「８５０」に改め、同表中学生・小学生の項中「

３００」を「４５０」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２及び別表第３の規定は、この条例の施行の日以

後にされた申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 
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議  案  第１７５号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路駅北にぎわい交流広場条例の一部を改正する条例について 

 

姫路駅北にぎわい交流広場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路駅北にぎわい交流広場条例の一部を改正する条例 

姫路駅北にぎわい交流広場条例（平成２６年姫路市条例第６１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表１日当たりの使用料の欄中「１００円」を「１５０円」に、「２００円」を「

３００円」に、「３０円」を「４０円」に、「１５円」を「２０円」に、「２５円」

を「４０円」に、「５円」を「１０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１７６号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市体育施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市体育施設条例の一部を改正する条例 

第１条 姫路市体育施設条例（昭和５５年姫路市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第２の５の項中「６月及び９月 午前１０時」を「午前１０時」に改め、「

７月及び８月 午前１０時から午後８時まで」を削る。 

別表第４第１項第１号の表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「

２，７５０」を「３，３００」に、「１，８３０」を「２，２００」に、「９１０

」を「１，１００」に、「１，０１０」を「１，２００」に、「５００」を「６０

０」に、「７６０」を「９００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間

につき）の欄中「３，３００」を「３，９６０」に、「２，２００」を「２，６４

０」に、「１，１００」を「１，３２０」に、「１，２２０」を「１，４４０」に

、「６１０」を「７２０」に、「９１０」を「１，０８０」に改め、同項第２号の

表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「３，５１０」を「４，２０

０」に、「２，３４０」を「２，８００」に、「１，１７０」を「１，４００」に

、「１，０１０」を「１，２００」に、「８６０」を「１，０００」に改め、同表

午後５時から午後９時まで（１時間につき）の欄中「４，２１０」を「５，０４０

」に、「２，８１０」を「３，３６０」に、「１，４００」を「１，６８０」に、

「１，２２０」を「１，４４０」に、「１，０３０」を「１，２００」に改め、同

項第３号の表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「２，９５０」を

－77－



「３，６００」に、「１，４７０」を「１，８００」に、「１，０１０」を「１，

２００」に、「４００」を「５００」に、「８１０」を「１，０００」に改め、同

項第４号の表を次のように改める。 

区分 午前９時から午後５時ま

で（１時間につき） 

野球場 グラウンド（スタンドを含む。）及び

室内練習場 

円 

３，８００ 

グラウンド（スタンドを含む。） ３，０００ 

室内練習場（１室につき） １，０００ 

別表第４第１項第５号の表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「

１，０１０」を「１，２００」に、「１００」を「１５０」に改め、同項第６号の

表午前９時から午後５時まで（夜間照明設備のある野球場にあっては、午前９時か

ら午後９時まで）（１時間につき）の欄及び同項第７号の表午前９時から午後５時

まで（１時間につき）の欄中「３００」を「４００」に改め、同項第８号の表午前

９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「１，６２０」を「１，９００」に

改め、同項第９号の表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「４００

」を「５００」に改め、同項第１０号の表午前９時から午後５時まで（１時間につ

き）の欄中「８６０」を「１，０００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（

１時間につき）の欄中「１，０３０」を「１，２００」に改め、同項第１１号の表

午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「８６０」を「１，０００」に

、「５００」を「６００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき

）の欄中「１，０３０」を「１，２００」に、「６１０」を「７２０」に改め、同

項第１２号の表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「７１０」を「

８００」に、「３５０」を「４００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１

時間につき）の欄中「８５０」を「９６０」に、「４２０」を「４８０」に改め、

同項第１３号の表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中「８１０」を

「１，０００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき）の欄中「

９７０」を「１，２００」に改め、同項第１４号の表午前９時から午後５時まで（

－78－



１時間につき）の欄中「６１０」を「８００」に、「３００」を「４００」に、「

４００」を「５００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき）の

欄中「７３０」を「９６０」に、「３６０」を「４８０」に、「４８０」を「６０

０」に改め、同項第１５号の表午前９時から午後５時まで（１時間につき）の欄中

「４００」を「５００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき）

の欄中「４８０」を「６００」に改め、同項第１６号の表午前９時から午後５時ま

で（１時間につき）の欄中「６１０」を「８００」に、「３００」を「４００」に

、「４５０」を「５００」に、「４００」を「５００」に、「５００」を「６００

」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき）の欄中「７３０」を「

９６０」に、「３６０」を「４８０」に、「５５０」を「６００」に、「４８０」

を「６００」に、「６１０」を「７２０」に改め、同項第１８号の表中 

 「              「 

円 

６１０ 

円 

７３０ 

を 

円 

８００ 

円 

９６０ 

に改め、同項第１ 

３００ ３６０ ４００ ４８０ 

６１０ ７３０ ７００ ８４０ 

３００ ３６０ ４００ ４８０ 

３００ ３６０ ４００ ４８０ 

３００ ３６０ ４００ ４８０ 

１５０ １８０ ２００ ２４０ 

４００ ４８０ ５００ ６００ 

」              」 

 ９号の表午前９時３０分から午後５時まで（１時間につき）の欄中「６１０」を「

７００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき）の欄中「７３０

」を「８４０」に改め、同項第２０号の表午前９時から午後５時まで（１時間につ

き）の欄中「６１０」を「８００」に、「３００」を「４００」に、「１５０」を

「２００」に、「１，０１０」を「１，２００」に、「４００」を「５００」に、

「２００」を「２５０」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき）
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の欄中「７３０」を「９６０」に、「３６０」を「４８０」に、「１８０」を「２

４０」に、「１，２２０」を「１，４４０」に、「４８０」を「６００」に、「２

４０」を「３００」に改め、同項第２１号の表午前９時から午後５時まで（１時間

につき）の欄中「３００」を「４００」に、「１５０」を「２００」に、「４００

」を「５００」に改め、同表午後５時から午後９時まで（１時間につき）の欄中「

３６０」を「４８０」に、「１８０」を「２４０」に、「４８０」を「６００」に

改める。 

別表第５第１項第１号の表使用料の欄中「１５０」を「１８０」に、「７０」を

「９０」に、「１，５００」を「１，８００」に、「７００」を「９００」に、「

２５０」を「３００」に、「１２０」を「１５０」に、「２，５００」を「３，０

００」に、「１，２００」を「１，５００」に、「２００」を「２４０」に、「２

，０００」を「２，４００」に、「１００」を「１２０」に、「１，０００」を「

１，２００」に、「８，０００」を「９，６００」に、「４，０００」を「４，８

００」に、「３００」を「３６０」に改め、同項第２号の表使用料の欄中「１００

」を「１２０」に、「５０」を「６０」に、「１，０００」を「１，２００」に、

「５００」を「６００」に、「１５０」を「１８０」に、「７０」を「９０」に、

「１，５００」を「１，８００」に、「７００」を「９００」に、「２５０」を「

３００」に、「１２０」を「１５０」に、「２，５００」を「３，０００」に、「

１，２００」を「１，５００」に改め、同項第３号の表使用料の欄中「１００」を

「１２０」に、「５０」を「６０」に、「１，０００」を「１，２００」に、「５

００」を「６００」に改め、同項第４号の表使用料の欄中「各施設」を削り、「２

５０」を「３００」に、「１２０」を「１５０」に、「２，５００」を「３，００

０」に、「１，２００」を「１，５００」に改め、同項第５号の表使用料の欄中「

１００」を「１２０」に、「５０」を「６０」に、「１，０００」を「１，２００

」に、「５００」を「６００」に、「１５０」を「１８０」に、「７０」を「９０

」に、「１，５００」を「１，８００」に、「７００」を「９００」に、「２００

」を「２４０」に、「２，０００」を「２，４００」に改め、同項第６号の表使用

料の欄中「２００」を「２４０」に、「２，０００」を「２，４００」に、「１０

－80－



０」を「１２０」に、「１，０００」を「１，２００」に改める。 

第２条 姫路市体育施設条例の一部を次のように改正する。 

  別表第４第１項第４号の表中 

 「           「 

午前９時から午

後５時まで（１

時間につき） 

 を 

午前９時から午

後５時まで（１

時間につき） 

午後５時から午

後９時まで（１

時間につき） 

に改める。 円 

３，８００ 

円 

３，８００ 

円 

４，５６０ 

３，０００ ３，０００ ３，６００ 

１，０００ １，０００ １，２００ 

」                    」 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は同年７月１日

から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の別表第４の規定は、同条の規定の施行の日以後にさ

れた申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定の施行の際現に、同条の規定による改正前の別表第５第１項第１号

から第５号までの規定（以下「旧規定」という。）により交付されている回数券は

同条の規定による改正後の別表第５第１項第１号から第５号までの規定（以下「新

規定」という。）により交付された回数券と、旧規定により交付されている年間使

用券は新規定により交付された年間使用券とみなす。この場合において、新規定に

より交付されたものとみなされる年間使用券の有効期間は、同条の規定の施行の日

における旧規定により交付されている年間使用券の有効期間の残存期間と同一の期

間とする。 
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                         議  案  第１７７号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立手柄山温室植物園条例の一部を改正する条例について 

                                       

 姫路市立手柄山温室植物園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

                                       

   姫路市立手柄山温室植物園条例の一部を改正する条例 

 姫路市立手柄山温室植物園条例（昭和５４年姫路市条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表大人の項中「２１０」を「２５０」に、「１７０」を「２００」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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                 議  案  第１７８号   

令和 ５年１１月２４日   

   

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市平和資料館条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市平和資料館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市平和資料館条例の一部を改正する条例 

姫路市平和資料館条例（平成８年姫路市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１一般の項中「２１０」を「２５０」に、「１６０」を「２００」に改める。 

別表第２多目的展示室及び会議室の項中「３，１４０」を「３，７６０」に、「４

，１９０」を「５，０２０」に、「７，３３０」を「８，７８０」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後にされた申

請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、

なお従前の例による。 
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議  案  第１７９号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立水族館条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立水族館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立水族館条例の一部を改正する条例 

姫路市立水族館条例（昭和４１年姫路市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表一般の項中「５２０」を「６００」に、「４６０」を「５４０」に、「４１０

」を「４８０」に、「３６０」を「４２０」に改め、同表中学生・小学生の項中「２

１０」を「２５０」に、「１８０」を「２２０」に、「１６０」を「２００」に、「

１４０」を「１７０」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議  案  第１８０号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰  

 

   姫路市立公園条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市立公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市立公園条例の一部を改正する条例 

 姫路市立公園条例（平成１８年姫路市条例第５２号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第７号の表多目的ホール１の項中「２，１３０」を「２，５００」に、「２

，９５０」を「３，５００」に、「５，０８０」を「６，０００」に改め、同表多

目的ホール２の項及び多目的ホール３の項中「１，０１０」を「１，２００」に、

「１，４２０」を「１，７００」に、「２，４３０」を「２，９００」に改め、同

表研修室の項中「３，７００」を「４，４００」に、「５，２００」を「６，２０

０」に、「８，９００」を「１０，６００」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請

に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、な

お従前の例による。 
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議  案  第１８１号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市給水条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市給水条例の一部を改正する条例 

姫路市給水条例（昭和３６年姫路市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条及び第３７条の２第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に

改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議  案  第１８２号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立野外活動センター条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立野外活動センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立野外活動センター条例の一部を改正する条例 

姫路市立野外活動センター条例（昭和５３年姫路市条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１項の表体育室の項中「３６０」を「５４０」に、「４８０」を「７２０」

に、「１，３６０」を「１，９００」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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                         議  案  第１８３号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市青少年センター条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市青少年センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市青少年センター条例の一部を改正する条例 

 姫路市青少年センター条例（平成１５年姫路市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

別表創作活動ルームの項中「８１０」を「１，１３０」に、「１，２２０」を「１

，７００」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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                         議  案  第１８４号   

                         令和 ５年１１月２４日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路科学館条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路科学館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路科学館条例の一部を改正する条例 

 姫路科学館条例（平成４年姫路市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１常設展示観覧の項一般の目及びプラネタリウム観覧の項一般の目中「５２

０」を「６００」に、「４１０」を「４８０」に改める。 

      「 

      円       円       円 

７，３３０ ３，１６０ ４，１７０ 

                                」 

「 

      円       円       円 

８，０３０ ３，４４０ ４，５９０ 

                          」 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後にされた申

請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、

なお従前の例による。 

別表第２中 を 

に改める。 
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議  案  第１８５号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立図書館併設ホール条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立図書館併設ホール条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立図書館併設ホール条例の一部を改正する条例 

姫路市立図書館併設ホール条例（平成１８年姫路市条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

            「 

別表第１項第１号の表中 
４，８１０ ７，８５０ ６，９１０ １７，９１０

を
６，０７０ ９，８４０ ８，８００ ２２，４１０

                                    」 

「 

 
６，２５０ １０，２００ ８，７５０ ２１，４９０

 に改め、同項第２号の表 
７，８１０ １２，７５０ １０，９３０ ２６，８６０

                          」 

 「                            

 中 
５，７６０ ９，４２０ ８，２７０ ２３，４６０

 を 
７，３３０ １１，８３０ １０，５８０ ２９，７５０

                           」 

「                                 

７，４２０ ９，８９０１０，３８０２４，７４０
  に改め、同項第３号の表 

９，２７０１２，３６０１２，６９０３０，９２０
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」 

 「                           

中 
６，２８０ １０，２６０ ９，０１０ ２５，５６０

 を 
７，８５０ １２，７８０ １１，４１０ ３２，０５０

                           」 

「 

７，７００１０，２７０ １０，７８０２５，６８０ 
 に改める。 

９，６２０１２，８３０ １３，４７０３２，１００ 

                          」 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に

係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１８６号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市市民会館に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市市民会館 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市飾磨区三宅一丁目１９６番地 

 ⑵ 名 称 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

 ⑶ 代表者 理事長 甲良 佳司 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第１８７号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市城乾市民センター等に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市城乾市民センター、姫路市中央市民センター及び姫路市大的市民センター 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市飾磨区三宅一丁目１９６番地 

 ⑵ 名 称 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

 ⑶ 代表者 理事長 甲良 佳司 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第１８８号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市花の北市民広場に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市花の北市民広場 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市飾磨区三宅一丁目１９６番地 

 ⑵ 名 称 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

 ⑶ 代表者 理事長 甲良 佳司 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第１８９号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市南恒屋ふれあい農園に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市南恒屋ふれあい農園 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市香寺町恒屋５５１番地１７ 

 ⑵ 名 称 南恒屋ふれあい農園管理組合 

 ⑶ 代表者 組合長 岩見 昌彦 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

－95－



議  案  第１９０号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市夢さき夢のさとに係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市夢さき夢のさと 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市夢前町宮置９０９番地１ 

 ⑵ 名 称 有限会社夢前夢工房 

 ⑶ 代表者 取締役 衣笠 愛之 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議  案  第１９１号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市石倉峯相の里に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市石倉峯相の里 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市石倉５３番地１ 

 ⑵ 名 称 特定非営利活動法人石倉企画 

 ⑶ 代表者 理事 西川 勝彦 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議  案  第１９２号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市休日・夜間急病センターに係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市休日・夜間急病センター 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市西今宿三丁目７番２１号 

 ⑵ 名 称 公益財団法人姫路市救急医療協会 

 ⑶ 代表者 理事長 石橋 悦次 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第１９３号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立飾磨児童センター等に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

姫路市立飾磨児童センター、姫路市立東児童センター及び姫路市立面白山児童セ

ンター 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市安田三丁目１番地 

 ⑵ 名 称 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団 

 ⑶ 代表者 理事長 段 守 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

－99－



議  案  第１９４号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市書写山観光施設に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市書写山観光施設 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市西駅前町１番地 

 ⑵ 名 称 神姫バス株式会社 

 ⑶ 代表者 代表取締役 長尾 真 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議  案  第１９５号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路キャスパホールに係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路キャスパホール 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市神屋町１４３番地２姫路市文化コンベンションセンター内 

 ⑵ 名 称 公益財団法人姫路市文化国際交流財団 

 ⑶ 代表者 理事長 中元 孝迪 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第１９６号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路城西御屋敷跡庭園好古園に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路城西御屋敷跡庭園好古園 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市飾磨区三宅一丁目１９６番地 

 ⑵ 名 称 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

 ⑶ 代表者 理事長 甲良 佳司 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第１９７号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路みなとドームに係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路みなとドーム 

２ 指定管理者となる団体 

  神姫バスグループ共同事業体 

 ⑴ 代表者  

所在地 姫路市花田町一本松１番地の１ 

   名 称 神姫トラストホープ株式会社 

   代表者 代表取締役 切原 慎治 

 ⑵ 構成員  

所在地 姫路市西駅前町１番地 

   名 称 神姫バス株式会社 

   代表者 代表取締役 長尾 真 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

－103－



 

議  案  第１９８号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立総合スポーツ会館等に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

 姫路市立総合スポーツ会館、姫路市立中央体育館、姫路市立球技スポーツセンタ

ー、姫路市立姫路球場、姫路市立豊富球場、姫路市立中島野球場、姫路市立灘浜野

球場、姫路市立広畑野球場、姫路市立白浜新開野球場、姫路市立林田グラウンド、

姫路市立陸上競技場、姫路市立花北体育館及び姫路市立スケートボードパーク 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市飾磨区三宅一丁目１９６番地 

⑵ 名 称 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

 ⑶ 代表者 理事長 甲良 佳司 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第１９９号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立飾磨体育館に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市立飾磨体育館 

２ 指定管理者となる団体 

⑴ 所在地 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 

 ⑵ 名 称 株式会社オーエンス 

 ⑶ 代表者 代表取締役 大木 一雄 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議  案  第２００号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   姫路市立手柄山温室植物園に係る指定管理者の指定について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として次のとおり指定した

い。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

                  記 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  姫路市立手柄山温室植物園 

２ 指定管理者となる団体 

 ⑴ 所在地 姫路市飾磨区三宅一丁目１９６番地 

 ⑵ 名 称 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

 ⑶ 代表者 理事長 甲良 佳司 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議  案  第２０１号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

財産区管理委員の選任について 

 

飾東財産区管理委員として下記の者を選任したいので、議会の同意を得たい。 

姫路市財産区管理会条例（昭和３８年姫路市条例第３２号）第３条の規定により

提出する。 

 

記 

 

              松 尾  富 昭 

              髙 尾  武 弘 

              大 西  泰 仁 

              加 藤  久 明 

              髙 須    稔 

              加 藤  昌 之 
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議  案  第２０２号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

財産区管理委員の選任について 

 

船山財産区管理委員として下記の者を選任したいので、議会の同意を得たい。 

姫路市財産区管理会条例（昭和３８年姫路市条例第３２号）第３条の規定により

提出する。 

 

記 

 

              谷 口  秀 文 

              小 林  紀 久 

              平 石    満 

              上 田  敏 信 

              白 井  勝 進 

              平 石  信 幸 

              藤 田  政 輔 
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議  案  第２０３号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

平成３０年１２月１９日議決を得た議案第１２５号アイランドハウスいえしま荘に

係る指定管理者の指定の件中、指定の期間を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで」を「平成３１年４月１日か

ら令和７年３月３１日まで」に更正する。 
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議  案  第２０４号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

平成３０年１２月１９日議決を得た議案第１２７号姫路市仁色ふるさと農園に係る

指定管理者の指定の件中、指定の期間を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで」を「平成３１年４月１日か

ら令和７年３月３１日まで」に更正する。 
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議  案  第２０５号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

平成３０年１２月１９日議決を得た議案第１３６号姫路市勤労市民会館に係る指定

管理者の指定の件中、指定の期間を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで」を「平成３１年４月１日か

ら令和７年３月３１日まで」に更正する。 
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議  案  第２０６号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和５年６月２６日議決を得た議案第６６号市川美化センター排ガス処理設備等整

備工事請負契約の件中、契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「７０９，５００，０００円」を「６８３，８４８，０４３円」に更正する。 
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議  案  第２０７号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和３年１２月２１日議決を得た議案第１２０号手柄山スポーツ施設整備運営事業

契約の件中、契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「３３，２９８，７９２，０９７円」を「３５，１１９，０６９，９２５円」に更

正する。 
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                  議  案  第２０８号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

姫路市附属機関設置条例（平成２６年姫路市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

 別表市長の款に次のように加える。 

姫路市いじめ問題

再調査委員会 

いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第３０条

第２項の規定に基づく同法第２８条第１項の規定による調査

の結果についての調査 

 別表教育委員会の款姫路市いじめ問題調査委員会の項中「（平成２５年法律第７１

号）」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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諮  問  第 １ 号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

督促処分に対する審査請求に係る諮問について 

 

姫路市長が行った督促処分について審査請求があったので、地方自治法第２３１条

の３第７項の規定により、次のように諮問する。 

記 

１ 審査請求人  

 

２ 処分庁 姫路市長 

３ 事案の概要 

⑴ 処分庁は、令和４年３月２３日付けで児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号

）第２１条の５の２４第１項に基づき、同年５月１日をもって、

を指定障害児通所支援事業所とする指定障害児通所支援事業者

の指定を取り消す処分をした。 

当該処分の理由は、審査請求人が平成３０年１２月から令和元年１２月までの

間、 で障害児通所支援を提供していなかったに

もかかわらず、これを提供したものとして、障害児通所給付費を不正に請求した

ことなどである。 

⑵ 処分庁は、令和４年３月２３日付けで障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５０条第１項の規定に基

づき、同年５月１日をもって、 をサービス事業所とする指定

障害福祉サービス事業者の指定を取り消す処分をした。 

当該処分の理由は、審査請求人が平成３０年１２月から令和元年５月までの間

、指定基準で配置が求められる生活支援員を配置していなかったことに伴い、適
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用すべき減算事由がありながら必要な減算をせず、また、算定要件を満たしてい

ない加算を算定して、介護給付費を不正に請求したことなどである。 

⑶ 処分庁は、令和４年３月２３日付けで児童福祉法第２１条の５の２４第１項に

基づき、 を指定障害児通所支援事業所とする指

定障害児通所支援事業者の指定について、令和４年５月１日から同年１０月３１

日までの６か月間、指定の一部の効力を停止する処分（以下当該処分並びに上記

⑴及び⑵の各取消処分を併せて「本件各取消等処分」という。）をした。 

当該処分の理由は、審査請求人が令和元年６月１日から同年１１月８日までの

間、指定基準で配置が求められる児童発達支援管理責任者の勤務実態がなかった

にもかかわらず、適用すべき減算事由がありながら必要な減算をせず、また、算

定要件を満たしていない加算を算定し、障害児通所給付費を不正に請求したこと

などである。 

⑷ 処分庁は、令和４年３月２３日付けで、審査請求人に対し、納期限を同年４月

１２日として、次の返還金及び加算金を請求した。 

ア ２３，１１８，９３７円（上記⑴の不正請求により姫路市が支払った障害児

通所給付費に係る返還金１６，５１３，５２７円及び加算金６，６０５，４１

０円） 

イ ２４４，９７９円（上記⑵の不正請求により姫路市が支払った介護給付費に

係る返還金１７４，９８５円及び加算金６９，９９４円） 

ウ ９，１６３，０３５円（上記⑶の不正請求により姫路市が支払った障害児通 

所給付費に係る返還金６，５４５，０２５円及び加算金２，６１８，０１０円） 

⑸ 上記⑷アからウまでに記載の各返還金及び加算金について、各納付期限までに

それぞれ納付がなかったため、処分庁は、令和４年４月１９日付けで、同年５月

２日を期限として、各督促状を送付して、各督促処分（以下「当初各督促処分」

という。）をした。 

⑹ 審査請求人は、令和４年４月２８日、本件各取消等処分の全部の取消しを求め

て審査請求をした。 

⑺ 処分庁は、令和４年８月１５日付けで、当初各督促処分を取り消した。 
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⑻ 上記⑷アからウまでに記載の各返還金及び加算金について、各納付期限までに

それぞれ納付がなかったため、処分庁は、令和４年８月１５日付けで、審査請求

人に対し、同年８月２５日を期限として、各督促状を送付して、各督促処分（以

下「本件各督促処分」という。）をした。なお、各督促状には、根拠法令として

「地方自治法第２３１条の３第１項」がそれぞれ追記された。 

⑼ 審査請求人は、令和４年１１月１４日、本件各督促処分の全部の取消しを求め

て審査請求（以下「本件審査請求」という。）をした。 

４ 審理関係人の主張の要旨 

⑴ 審査請求人の主張 

次のとおり、本件各督促処分は、違法であるから、取り消されるべきである。 

ア 審査請求人は、令和４年４月２８日付けで、本件各取消等処分に対する審査

請求をし、現在、本件各取消等処分の効力が争われているから、本件各取消等

処分は有効なものとして確定していない。 

したがって、有効に確定していない本件各取消等処分を前提とする本件各督

促処分は違法である。 

イ 本件各督促処分は、審査請求人に対し不利益を及ぼすものであるにもかかわ

らず、聴聞又は弁明の機会の付与がされていない。 

したがって、本件各督促処分は違法である。 

⑵ 処分庁の主張 

次のとおり、本件各督促処分は適法であるから、審査請求人の請求は棄却され

るべきである。 

ア 行政処分には公定力が生じ、審査請求は対象となった処分の効力を停止させ

る効果を有さないため、本件各取消等処分の有効性は、本件各督促処分の適法

性に影響しないから、審査請求人の主張には理由がない。 

また、そもそも、本件各取消等処分と本件各督促処分は全く別の手続であり

、本件各督促処分は本件各取消等処分の有効性を要件とするものではないため

、この点においても審査請求人の主張には理由がない。 

イ 本件各督促処分は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第２項第
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４号に規定する一定の額の金銭の納付を命じる処分であるから、同条第１項に

規定する聴聞又は弁明の機会の付与は不要である。 

５ 審査庁（姫路市長）が行う裁決の主文案 

本件審査請求を棄却する。 

６ 審査庁（姫路市長）が行う裁決の理由案（要旨） 

⑴ 地方自治法第２３１条の３第１項は、普通地方公共団体の歳入を納期限までに

納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、これを督促しなければな

らないと規定しているところ、本件各督促処分は、審査請求人が上記３⑷アから

ウまでの金額を納期限までに納付せず、本件各督促処分時においても納付されて

いなかったことからなされたものである。 

また、本件各取消等処分と本件各督促処分は、それぞれ目的を異にする別個の

独立した行政処分であるから、本件各取消等処分が無効であるか、取り消された 

場合でない限り、本件各督促処分に影響を及ぼすものではないと解すべきである。 

本件各取消等処分に重大かつ明白な瑕疵はないから無効であるとは認められず

、取り消された事実もないのであるから、本件各取消等処分は本件各督促処分の

適法性に影響を及ぼさない。 

⑵ 行政手続法第１３条第２項は、同項各号のいずれかに該当するときは、同条第

１項に規定する不利益処分をしようとする場合の意見陳述のための手続を執る必

要がない旨規定しているところ、同条第２項第４号は、一定の額の金銭の納付を

命じるときを規定している。 

本件各督促処分は、一定の額の金銭の納付を命じる処分であるから、同条第２

項第４号に該当する処分であり、同条第１項に規定する聴聞及び弁明の機会の付

与の手続を執る必要がない。 

したがって、本件各督促処分に際し、聴聞及び弁明の機会の付与をせずとも、

本件各督促処分は適法である。 

⑶ 本件各督促処分のその他の部分についても、これを違法又は不当とする理由は

認められず、本件審査請求には理由がない。 
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報  告  第 ３３号   

令和 ５年１１月２４日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 １９号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 １４４，１１２円 

事件の概要 

令和５年５月４日１７時３５分頃、姫路市兼田２１８番１地先の県

道妻鹿花田線と市道糸引４９号線との交差点において、本市救急自

動車と相手方普通乗用自動車が衝突し、当該車両が損傷したもの 
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報  告  第 ３４号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２０号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

相 手 方 
 

 

損害賠償額 １５７，５００円 

事件の概要 

令和５年４月１０日１４時５分頃、姫路市三左衛門堀西の町２０５

番１地先の市道城陽５１号線と市道城陽８６号線との交差点におい

て、本市軽貨物自動車が相手方軽乗用自動車に衝突し、当該車両に

損害を与えたもの 
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報  告  第 ３５号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２１号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 ８０，３００円 

事件の概要 

令和５年６月５日１４時１０分頃、姫路市飾東町山崎６９７番２地

先の本市が管理する里道において、本市軽貨物自動車が相手方所有

のブロック塀に接触し、当該ブロック塀に損害を与えたもの 
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報  告  第 ３６号  

令和 ５年１１月２４日  

 

 姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

 市長の専決処分事項に関する条例第３号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

                  記 

  専 決 第 ２２号  

 

専 決 処 分 書 

 市長の専決処分事項に関する条例第３号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

記 

   訴えの提起について 

１ 事件名  家屋明渡し等請求事件 

２ 当事者  原告 姫路市安田四丁目１番地 

            姫路市 

             代表者  市長 清元 秀泰 

       被告 別表１から別表４までに記載のとおり 

３ 事件の概要 

 別表１記載の者は、市営住宅の入居名義人であるが、度々の督促、催告にもかか

わらず、長期にわたって市営住宅の家賃を滞納している。このため、令和５年７月

３１日限りで契約を解除し、明渡しを求めたが、これに応じないため訴えを提起す

るものである。 

 別表２記載の者は、市営住宅の入居名義人の同居者であるが、入居名義人が死亡 
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したにもかかわらず、入居の承継の手続を行わない。また、度々の督促、催告にも 

かかわらず、長期にわたって市営住宅の家賃相当額を滞納している。このため、明 

渡しを求めたが、これに応じないため訴えを提起するものである。 

 別表３記載の者は、入居の決定を受けずに市営住宅を使用している者である。こ

のため、明渡しを求めたが、これに応じないため訴えを提起するものである。 

別表４記載の者は、再開発住宅の入居名義人であるが、度々の督促、催告にもか

かわらず、長期にわたって再開発住宅の家賃を滞納している。このため、令和５年

７月３１日限りで契約を解除し、明渡しを求めたが、これに応じないため訴えを提

起するものである。 

４ 請求の要旨 

 別表１記載の者について、本件市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及び市営住宅の

明渡し済みに至るまでの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当す

る額の損害金の支払を求める請求 

別表２及び別表３記載の者について、本件市営住宅の明渡し並びに滞納家賃相当

額及び市営住宅の明渡し済みに至るまでの期間について、近傍同種の住宅の家賃に

相当する額の損害金の支払を求める請求 

別表４記載の者について、本件再開発住宅明渡し並びに滞納家賃及び再開発住宅

の明渡し済みに至るまでの期間について、家賃相当額の２倍に相当する額の損害金

の支払を求める請求 

 

別表１ 

被 告 の 住 所 及 び 氏 名 住 宅 名   備  考 
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別表２ 

被 告 の 住 所 及 び 氏 名 住 宅 名     備 考 

 

 

 

 
 

 

別表３ 

被 告 の 住 所 及 び 氏 名  住 宅 名     備 考 

 

 

 

 
 

 

別表４ 

被 告 の 住 所 及 び 氏 名  住 宅 名     備 考 
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報  告  第 ３７号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２３号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 ４７，１００円 

事件の概要 

令和５年６月１９日１０時１５分頃、姫路市香寺町中仁野１６１番

３地先の市道香呂１０１号線において、本市職員が本市ごみ収集車

のドアを開けたところ、同市道を走行中の相手方軽乗用自動車に当

該ドアが接触し、当該車両に損害を与えたもの 
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報  告  第 ３８号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２４号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 建物浸水事故 

損害賠償額 １，３７０，０００円 

事件の概要 

令和５年６月５日９時頃、姫路市保城６２０番地１の市営保城住宅

において、給湯管から漏れ出した水が階下に漏れ、相手方所有の仏

壇に損害を与えたもの 
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報  告  第 ３９号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２５号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 ３２，２８０円 

事件の概要 

令和５年５月２３日１２時１０分頃、姫路市佃町２００番８地先の

市道城陽５７号線において、本市軽貨物自動車が相手方自転車に接

触し、相手方を負傷させたもの 
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報  告  第 ４０号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２６号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 道路事故 

損害賠償額 ３１，０６４円 

事件の概要 

令和５年８月２５日９時５０分頃、相手方軽乗用自動車が姫路市花

田町加納原田７９１番１地先の市道花田２０号線を走行中、同市道

上の陥没に左側前輪が落ち込み、当該車両が損傷したもの 
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報  告  第 ４１号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２７号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

相 手 方 
 

 

損害賠償額 １９９，１００円 

事件の概要 

令和５年６月１０日１３時３０分頃、姫路市白浜町寺家二丁目１２

１番１地先の市道白浜１０８号線において、本市ごみ収集車が相手

方所有の道路標識に接触し、当該道路標識に損害を与えたもの 
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報  告  第 ４２号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２８号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

相 手 方 
 

 

損害賠償額 ３８，５００円 

事件の概要 

令和５年６月１４日１０時４０分頃、姫路市白浜町甲２２１番地１

の県営姫路白浜鉄筋住宅において、本市ごみ収集車が、相手方が管

理する車止めポールに接触し、当該車止めポールに損害を与えたも

の 
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報  告  第 ４３号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ２９号 

専 決 処 分 書 

 市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 自動車損傷事故 

損害賠償額 ４８２，８６７円 

事件の概要 

令和５年１月２４日１６時３０分頃、姫路市砥堀１２４０番地３の

姫路市立砥堀小学校において、風により当該小学校から飛散した物

置の屋根材が、近隣の住宅に駐車していた相手方所有の普通乗用自

動車に接触し、当該車両に損害を与えたもの 
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報  告  第 ４４号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ３０号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 ９３，５００円 

事件の概要 

令和５年５月３１日１３時頃、姫路市夢前町塚本２０１番１地先の

市道菅野１６９号線において、本市ごみ収集車が相手方所有の家屋

の雨樋
どい

に接触し、当該家屋に損害を与えたもの 
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報  告  第 ４５号 

令和 ５年１１月２４日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ３１号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 ３２５，１３７円 

事件の概要 

令和５年７月２６日９時１５分頃、姫路市北条口四丁目２１番地先

の県道姫路停車場線において、本市軽貨物自動車が相手方普通乗用

自動車に追突し、当該車両に損害を与えたもの 
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